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令和５年第１回 

美唄市議会定例会会議録 

令和５年３月６日（月曜日） 

午前１０時００分 開会 

 

◎議事日程 

 第１ 会議録署名議員の指名 

 第２ 会期決定の件 

 第３ 諸般報告 

 第４ 議長報告 

 第５ 市政報告 

 第６ 市政並びに教育行政執行方針演説 

 第７ 報告第１号 例月出納検査結果報告 

 第８ 報告第２号 例月出納検査結果報告 

第９ 報告第３号 例月出納検査結果報告 

 第10 報告第４号 例月出納検査結果報告 

 第11 報告第５号 定期監査報告 

 第12 報告第６号 行政監査報告 

 第13 議案第５号 令和４年度美唄市一般

会計補正予算（第９号） 

第14 議案第17号 美唄市個人情報の保護

に関する法律施行条例制定の件 

第15 議案第18号 個人情報の保護に関す

る法律の一部改正に伴う関係条例の

整備に関する条例制定の件 

第16 議案第19号 美唄市基金条例の一部

改正の件 

第17 議案第20号 美唄市国民健康保険条

例の一部改正の件 

第18 議案第21号 美唄市医療費助成条例

の一部改正の件 

第19 議案第22号 美唄市家庭的保育事業

等の設備及び運営に関する基準を定

める条例の一部改正の件 

第20 議案第23号 美唄市介護保険条例の

一部改正の件 

第21 議案第６号 令和４年度美唄市一般

会計補正予算（第10号） 

第22 議案第７号 令和５年度美唄市一般

会計予算 

第23 議案第８号 令和５年度美唄市民バ

ス会計予算 

第24 議案第９号 令和５年度美唄市国民

健康保険会計予算 

第25 議案第10号 令和５年度美唄市介護

保険会計予算 

第26 議案第11号 令和５年度美唄市介護

サービス事業会計予算 

第27 議案第12号 令和５年度美唄市後期

高齢者医療会計予算 

 第28 議案第13号 令和５年度市立美唄病

院事業会計予算 

 第29 議案第14号 令和５年度美唄市水道

事業会計予算 

 第30 議案第15号 令和５年度美唄市工業

用水道事業会計予算 

 第31 議案第16号 令和５年度美唄市下水

道事業会計予算 

   

◎出席議員（１４名） 

  議 長  金 子 義 彦 君 

  副議長  桜 井 龍 雄 君 

   １番  森   明 人 君 

２番  伊 藤 真 久 君 

３番  齋 藤 久美夫 君 

４番  山 上 他美夫 君 

   ５番  本 郷 幸 治 君 

   ６番  山 崎 一 広 君 
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７番  川 上 美 樹 君 

８番  楠   徹 也 君 

９番  松 山 教 宗 君 

   10番  紫 藤 政 則 君 

   12番  谷 村 知 重 君 

       13番  小 関 勝 教 君 

 

◎出席説明員 

市     長  板 東 知 文 君 

副  市  長  市 川 厚 記 君 

 総 務 部 長  猪 谷 憲 恭 君 

市 民 部 長  松 田 公 史 君 

 保健福祉部長  川 西 勝 幸 君 

経 済 部 長  土 屋 貴 久 君 

 都市整備部長  清 水 真 史 君 

 市立美唄病院事務局長  今 澤 清 隆 君 

 消  防  長  菅 原 利 彦 君 

 総務部総務課長  平 野 太 一 君 

 総務部総務課長補佐  新   宗 晃 君 

 

 教育委員会教育長  石 塚 信 彦 君 

 教育委員会教育部長  阿 部 良 雄 君 

  

 選挙管理委員会委員長  中 田 礼 治 君 

 選挙管理委員会事務局長  日 下   聡 君 

 

 農業委員会会長  今 田 邦 彦 君 

 農業委員会事務局長  高 橋 修 也 君 

 

a監 査 委 員   西 尾   正 君 

監査事務局長   橋 本 光 明 君 

 

◎事務局職員出席者 

 事 務 局 長  村 谷 昌 春 君 

 次     長  門 田 昌 之 君 

 

午前１０時００分 開会 

●議長金子義彦君 ただいまより、本日をも

って招集されました令和５年第１回美唄市議

会定例会を開会いたします。 

 これより、本日の会議を開きます。 

 

●議長金子義彦君 日程の第１、会議録署名

議員を指名いたします。 

  １番 森明人議員 

  13番 小関勝教議員 

 を指名いたします。 

 

●議長金子義彦君 次に日程の第２、会期決

定の件を議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 本定例会の会期は、本日より３月24日まで

の19日間とし、うち、３月７日ないし９日、

３月11日及び12日、３月14日ないし23日を休

会といたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 ご異議ありませんので、そのように決定い

たしました。 

 

●議長金子義彦君 次に日程の第３、諸般報

告に入ります。 

 諸般報告については朗読を省略いたします。 

 諸般報告について、ご質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 これをもって、諸般報告を終わります。 

 

●議長金子義彦君 次に日程の第４、議長報
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告に入ります。 

 議長報告についても朗読を省略いたします。 

 議長報告について、ご質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 これをもって、議長報告を終わります。 

 

●議長金子義彦君 次に日程の第５、市政報

告に入ります。 

●市長板東知文君（登壇） 令和５年第１回

市議会定例会に当たり、市政の主なものにつ

いてご報告申し上げます。 

 はじめに、「職員の新型コロナウイルス感

染」について申し上げます。 

 令和５年１月27日の市政報告以降から昨日

までの間、北海道岩見沢保健所により、本市

職員４名の感染が確認されましたが、業務に

おいて市民との接触がないことを確認し、そ

の後、自宅療養等を経て、職場復帰しており

ます。 

 次に、「新型コロナウイルス感染症に対する

本市の対応」について申し上げます。 

 北海道では、２月15日の対策本部会議にお

いて、基本的な感染防止対策を維持するとと

もに、「マスクの着用については、３月13日か

ら個人の主体的な選択を尊重し、個人の判断

に委ねることを基本とする」ことを決定し、

周知を行っていくこととしています。 

 市としましては、このような道の動向を踏

まえ、３月１日の対策本部会議において、基

本的な感染防止対策を継続するほか、マスク

着用についても道と同様に取り組みを進めて

いくこととしております。 

 また、本定例会におきましては、令和４年

度補正予算として、新型コロナウイルス感染

症及び世界情勢等の影響によるエネルギー価

格の高騰を受け、施設の指定管理料に係る予

算を新たに提案するとともに、令和５年度当

初予算において、国の総合経済対策及び令和

５年度予算案を踏まえ、必要な感染症対策予

算を提案するものであります。 

 今後とも、市民の皆様が一日でも早く通常

の生活や事業活動を取り戻すことができるよ

う、職員と一丸となって「市民の命と暮らし

を守る」対策を切れ目なくしっかりと講じて

まいります。 

 次に、「新型コロナウイルスワクチンの接

種」について申し上げます。 

 「オミクロン株対応２価ワクチン」の接種

につきましては、接種対象者約18,000 名のう

ち、接種要件を満たした17,206名に接種券を

発送し、順次接種を進めているところであり

ます。 

 今後のワクチン接種の在り方につきまして

は、国の動向をしっかりと見極めながら、必

要な対応を行ってまいります。 

 次に、「ゼロカーボンシティ宣言」について

申し上げます。 

 国は、「2050年カーボンニュートラル」を宣

言し、北海道においても、「ゼロカーボン北海

道」の実現を目指しているところであります。 

 本市においても、令和５年(2023年)３月１

日、2050年までに二酸化炭素排出量を実質ゼ

ロにする「ゼロカーボンシティ」を目指すこ

とを宣言しました。 

 今後は、市民や事業者の皆様と連携を図り

ながら、脱炭素社会の実現に向けた取り組み

をさらに推進してまいります。 

 次に、「ふるさと美唄応援寄附金」について
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申し上げます。 

 「ふるさと美唄応援寄附金」につきまして

は、本年２月末日現在で、すでに昨年度の実

績額を上回る16億5,000万円のご寄附をいた

だいているところであります。 

 今後とも、たくさんの方々の美唄市に対す

る想いや期待にしっかりと応えるため、市民

の皆様とともに美唄らしい地域づくりに、よ

り一層取り組んでまいります。 

 次に、「市立美唄病院の建替え」について申

し上げます。 

 昨年、契約しました実施設計業務委託が完

了し、工事費が確定したことから、工事費の

変更に伴い２月22日の市議会臨時会において

補正予算を議決するとともに、３月１日、株

式会社ピーエス三菱を代表とした地元企業５ 

社を含む９社で構成する「市立美唄病院建替

え事業受注コンソーシアム」と工事請負契約

を締結しました。 

 建替えに当たっては、国の地域医療構想に

沿った「美唄らしい地域医療」の在り方とし

て、「治し支える医療・地域完結型」を目指す

とともに、保健・医療・福祉・介護・住まい

との連携による「地域包括ケアシステム」を

構築するという、２つの取り組みを車の両輪

として、これからの超高齢社会を支える基盤

づくりを、全国に先駆けて、先導的に取り組

んでまいります。 

 今後につきましては、事業スケジュールど

おり、令和５年度末の完成に向け着実に進め

てまいります。 

 以上、申し上げまして報告を終わります。 

 

●議長金子義彦君 次に日程の第６、市政並

びに教育行政執行方針演説に入ります。 

●市長板東知文君（登壇） 令和５年第１回

市議会定例会の開会に当たり、市政運営の基

本的な考え方を申し上げ、市民の皆様及び市

議会議員の皆様のご理解とご協力を賜りたい

と存じます。 

 私が、市民の皆様からの厳粛な信託を受け、

市政を担うこととなって、３年８か月が経ち、

任期も残すところ４か月となりました。 

 この間、市民、企業、各団体等の皆様との

話し合いを重ね、美唄市の将来に対する想い

の実現に努めるとともに、任期の大半を新型

コロナウイルス感染症と向き合い、｢市民の命

と暮らしを守る」ことを最優先課題として、

市民の皆様と感染防止対策に全力で取り組ん

でまいりました。 

 これまでの医療従事者の皆様の献身的なご

努力をはじめ、市民や生産者・事業者の皆様

の真摯な取り組みに心から敬意と感謝を申し

上げるとともに、今後とも、一日でも早く通

常の生活を取り戻すことができるよう、必要

な対策を切れ目なくしっかりと講じてまいり

ます。 

ポスト・コロナに向けた動きとしましては、

「生命」を基本テーマとして、働き方や住ま

い方、生き方の全体を含めた「地方分散型社

会への移行」をはじめ、「若い世代のローカル

志向、地元志向、田園回帰」など新たな時代

の変化が加速するとともに、地域社会におい

ては、かけがえのない経験と知恵を活かして

本当の豊かさや幸福を追求する「本物が息づ

く地域づくり」が求められております。 

 私は、このような大きな時代の転換期の中

で、どんなに人口減少や高齢化が進んでも、
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誰ひとり置き去りにしない「ともに支えあい 

分かち合う 田園文化創造都市 びばい」の実

現に向けて、新たな決意のもと、令和５年度

を「勇気をもって果敢に挑戦する年」として

位置付け、これからの地域社会のあり方を先

導的に発信・実現していく「美唄に暮らす喜

びと誇りが感じられるまちづくり」に、市民

の皆様とともに、全力で取り組んでまいりま

す。 

 令和５年度の市政執行に当たり、私の基本

姿勢を申し上げます。 

 市政は、市民の厳粛な信託によるものであ

り､「市民の、市民による、市民のための市政」

が基本であります。 

 これは、市民の皆様が市政の主役で、主権

者であるということであり、「日本国憲法」前

文にうたわれている人類普遍の原理でありま

す。 

 私は、市の最高規範である「美唄市まちづ

くり基本条例」の３つの理念、つまり「人権

の尊重」「平和の希求」「自然との共生」と、

その基本原則である「市民主体のまちづくり」

「情報の共有」「協働のまちづくり」に則り、

市政の執行に当たってまいります。 

 また、私は、市民の皆様の信託に応え、市

民の代表者として、この条例の理念を実現す

るため、法令等を遵守し、公平・公正かつ誠

実に市政を執行し、市長としての責務を果た

してまいります。 

 さらに、条例に基づき、総合的かつ計画的

な行政運営を図るために、「第７期美唄市総合

計画」を推進してまいります。 

 次に、令和５年度の主要施策について申し

上げます。 

令和５年度は、国の総合経済対策及び令和

５年度予算案等を踏まえ、｢第７期美唄市総合

計画」の３年次目として、５つの挑戦により、

各施策を推進してまいります。 

 はじめに「ともに支え合い、安心して暮ら

せるまちづくり」であります。 

 地域コミュニティについては、「美唄市福祉

のまちづくり条例」に基づき、集落支援員の

調査活動の課題等を踏まえ、誰もが住み慣れ

た地域で、ともに支え合い、安心して暮らせ

るよう、住民自らが取り組む地域福祉活動に

対する支援体制づくりに取り組んでまいりま

す。 

 社会的孤立の問題については、地域住民や

社会福祉協議会、支援機関、民生児童委員な

どとの連携を強化し、生活困窮者等の早期発

見、早期支援に努めるとともに、地域課題と

される町内会やボランティア団体等の担い手

育成、組織存続に向けた支援に、引き続き取

り組んでまいります。 

 また、総合福祉センターや地域福祉会館に

ついては、市民の皆様がより一層地域コミュ

ニティの拠点施設として利用していただける

よう適切な管理に努めてまいります。 

 さらに、町内会等で管理する集会施設につ

きましては、新たに修繕や防災力向上、交流

事業など地域コミュニティの活性化に関する

事業の支援に努めてまいります。 

 障がい者福祉については､｢第６期美唄市障

がい者プラン｣に基づき、障がいのある方が住

み慣れた地域で暮らすことができるよう関係

機関との連携を図り、相談支援体制の充実と

地域移行、就労支援の促進に努めてまいりま

す。 
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 このため、「美唄市基幹相談支援センター」

を中心に、相談及び支援体制の強化を図るほ

か、障がいの有無によって分け隔てられるこ

となく､人権と個性に目を向け､お互いに尊重

しながら障がい児・障がい者の生活を地域全

体で支えるサービス提供体制を構築するため、

地域生活支援拠点等の整備を進め、共生社会

の実現を目指してまいります。 

 また、障がい児・障がい者への虐待防止に

ついては、北海道や関係機関とも連携し、早

期発見、早期解決に引き続き取り組むととも

に、判断能力が不十分な方の自己決定権を尊

重するため、成年後見人制度の利用促進を図

り、権利擁護、身上監護等の意思決定の支援

に努めてまいります。 

 高齢者福祉については、今後の超高齢社会

を見据え、誰もが住み慣れた地域で自分らし

く安心して生活ができるよう､「美唄市地域包

括ケア推進条例」に基づき、医療、介護、予

防、住まい、生活支援サービスを切れ目なく

提供する、美唄らしい地域包括ケアの推進に

取り組んでまいります。 

 このため、引き続き、地域での懇談会や研

修会などの開催を通じ、地域づくりや地域サ

ロンなどの活動支援を進めてまいります。 

 また、認知症施策の推進については、認知

症の方やそのご家族、地域住民等が安心して

集まれるよう、認知症カフェを開設するほか、

認知症サポーター養成講座を開催し、広く認

知症に関する理解促進を図るほか、新たにＩ

ＣＴ技術を活用し、外出して自宅に戻れなく

なった高齢者を早期発見するため､｢ＳＯＳネ

ットワーク｣の再構築に取り組んでまいりま

す。 

 さらに、介護予防事業などを継続実施し、

地域包括支援センターの運営及び介護保険事

業の適正な運営管理を行うとともに、「第９期

美唄市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計

画」の策定に取り組んでまいります。 

 保健については、市民一人ひとりが健康を

意識しながら健康づくりを進めることができ

るよう、ライフステージに応じた健康教育や

健康相談を行うほか、妊娠期、乳幼児期から

生活習慣病予防に視点を置いた「栄養・食生

活」や「運動・身体活動」などの６つの領域

の健康づくりを進めてまいります。 

 受動喫煙防止については、受動喫煙防止に

関する周知啓発や禁煙治療費助成事業を継続

し、妊産婦や子どもたちの健康が守られる環

境づくりを進めてまいります。 

 また、「美唄市子育て世代包括支援センタ

ー」においては、全ての妊婦を対象に、妊娠、

出産、子育てまでのケアプランを作成し、妊

娠期から子育てまで切れ目のない相談支援を

行い、子育て世代の不安や孤立感の解消等に

努めるほか、出産・子育て応援交付金を支給

し、妊娠出産時の経済的負担の軽減に努めて

まいります。 

 新型コロナウイルス感染症対策については、

感染症法における位置付けが２類から５類に

変更となることから、国の通知に基づき、必

要な対策を速やかに講じるとともに、市民の

皆様に感染対策等の周知啓発を行ってまいり

ます。 

 また、ポスト・コロナにおける健康づくり

については、「第３期びばいヘルシーライフ

21」及び「第２期美唄市自殺対策計画」の策

定に取り組んでまいります。 
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 国民健康保険事業については、美唄市医師

会や関係機関と連携し、特定健診等の受診率

を高め、健康の保持・増進を図るとともに、

ジェネリック医薬品の使用促進や適正受診の

推進を行うほか、健全な運営に向けて保険税

の収入確保に努めてまいります。 

 後期高齢者医療については、健康診査や歯

科健診等を実施し、疾病の早期発見、早期治

療を推進することにより、重症化の予防や健

康意識の向上に努めてまいります。 

 地域医療については、全ての市民の皆様が

住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、｢治

し支える医療」である地域完結型医療への転

換に向けて、市立美唄病院建替えとともに、

持続可能な医療提供体制や地域包括ケアシス

テムの推進に取り組んでまいります。 

 このため、市立美唄病院については、令和

４年度に策定した経営強化プランを着実に進

めるほか、市立美唄病院建替え実施設計及び

工事契約等に基づき、令和５年度中の完成に

向けて、総務省をはじめ、関係機関との協議・

連携のもとに、着実に事業を進めてまいりま

す。 

 また、医療従事者の確保に努めるとともに、

新たに訪問診療の専用車を導入し、在宅医療

の推進を図るほか、新型コロナウイルス感染

症対策やワクチン接種の実施など、市民の皆

様が安心して暮らすことのできる地域医療体

制づくりに取り組んでまいります。 

 さらに、救急医療については、美唄市医師

会や近隣中核病院との一層の連携を図り、救

急医療体制の確保、充実に努めてまいります。 

 次に「地域資源を生かした「にぎわい」と

「活力」あふれるまちづくり」であります。 

 商工業振興については、「美唄市中小企業等

振興条例」に基づき、地域資源や特性を生か

した新事業、付加価値の高い製品・サービス

の創出、販路開拓、人材育成などに向けた地

元企業の取り組みを支援してまいります。 

 中心市街地の活性化については、地域おこ

し協力隊と連携したイベントの企画・開催や

商店街組織のにぎわい創出の取り組みを支援

するほか、商工会議所や関係機関などと連携

を図りながら、中心市街地の再生・活性化に

向けた方策の調査・検討を行うとともに、創

業支援をはじめ、事業承継や空き店舗対策な

ど、魅力ある商店街づくりに努めてまいりま

す。 

 また、長引くコロナ禍の影響により厳しい

状況に置かれている地域経済の活性化を図る

ため､「がんばろう！びばい応援券」を発行す

るほか、国や北海道などの支援制度の積極的

な活用に向けた情報提供や相談等に努めると

ともに、新たに「美唄市商工業振興基金」を

創設し、将来に向けた担い手の確保・育成な

ど、今後求められる本市商工業の課題に全市

的な観点から積極的に取り組んでまいります。 

 企業立地については、「美唄市産業振興条

例」に基づき、工場等の新増設に対する助成

及び課税の免除などの支援を行うほか、空知

団地への企業立地を促進するため、デジタル

改革やグリーン社会の実現に向けた国の施策

と連携し、「ホワイトデータセンター」の事業

化をはじめ、雪冷熱エネルギー技術を活用し

た食関連産業やスマート農業関連産業などの

誘致による産業クラスターの推進に取り組ん

でまいります。 

 また、国が進める「2050年カーボンニュー
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トラル、脱炭素社会」の実現に向けて、空知

団地へ進出する企業などと連携し、再生可能

エネルギー関連企業の立地促進に努めてまい

ります。 

 さらに、美唄ハイテクセンターにおいては、

お試しサテライトオフィスを設置し、本社機

能やワーケーション、サテライトオフィス等

の誘致促進に取り組んでまいります。 

 スポーツによる新たなビジネスの創出につ

いては、北海道フロンティアリーグに加盟す

る美唄ブラックダイヤモンズの活動基盤の強

化に向けて、引き続き、地域おこし協力隊の

配置や経営支援等を行うとともに、旧茶志内

小学校の利活用に向けた調査を実施するなど、

スポーツを契機とするビジネスの活性化に取

り組んでまいります。 

 雇用対策については、ふるさとハローワー

ク「ジョブガイドびばい」と連携した就労促

進に努めるほか、就職氷河期世代や子育て世

代の女性、高齢者などの雇用制度に関する情

報の周知や支援を行うとともに、インターネ

ットを活用してＵＩＪターン希望者と市内企

業の交流する機会を創るなど、企業誘致活動

や移住・定住施策と連携を図り、明日の地元

産業を担う人材の育成、確保に努めてまいり

ます。 

 また、若者の地元就職を促進するため、市

内高校と連携し、企業見学会や合同企業説明

会を開催するほか、技能講習の支援を拡充す

るなど、地元企業への雇用対策を推進してま

いります。 

 さらに、雇用機会の拡大と企業の人材育成

を図るため、美唄地域人材開発センターなど

の関係機関と連携し、地元中小企業を支える

人材の技能や知識習得に対する助成を継続す

るとともに、人材のグローバル化を踏まえ、

日本語学校の開設に向けた調査・検討を行っ

てまいります。 

 観光・交流については、ポスト・コロナを

見据え、地域資源を生かした｢にぎわい｣と｢活

力｣あふれるまちづくりを進めるため、ふるさ

と美唄応援団の取り組みと連携し、市公式ホ

ームページをはじめ、ＳＮＳ、観光パンフレ

ット、ＰＲ動画、デジタルサイネージなどに

より、観光情報の発信に努めてまいります。 

 また、市内宿泊施設の宿泊料の一部を助成

する「美唄応援団宿泊助成事業」を通じて、

美唄の魅力を国内外に積極的に発信し、美唄

を訪れる機会づくりを推進することで、交流

人口を増加させるとともに、美唄にゆかりや

思い入れのある方々、団体等と多様な形でつ

ながる関係人口の創出・拡大に努めてまいり

ます。 

 さらに、「自然」「歴史文化」「芸術」日本遺

産である「炭鉄港」などの美唄のすばらしい

地域資源を活用して、新たな体験メニューや

滞在型観光商品の開発、中心市街地などへの

回遊を促進するほか、本市の「食」や「農」

を活用した地域づくりを推進するため、地域

おこし協力隊による活動や情報発信などを通

じて、都市と農村の交流と共生による、交流

人口・関係人口の創出・拡大を目指してまい

ります。 

 また、観光まちづくり推進組織「ステイび

ばい」や「美唄観光物産協会」などと連携し

て、地域資源を生かした観光地づくりを進め

るとともに、交流拠点施設ゆ～りん館や安田

侃彫刻美術館アルテピアッツァ美唄、宮島沼
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などの連携を図るほか、道道美唄富良野線の

開通を見据えて、美唄国設スキー場の整備に

向けた基本構想を策定してまいります。 

 ふるさと納税については、寄附者の皆様に

寄附金の使途をお伝えするとともに、パート

ナー協定を締結した東川町との連携による返

礼品の充実を図るほか、ふるさと美唄応援団

をはじめ、美唄ブラックダイヤモンズとの連

携において、魅力ある地域づくりに関する情

報発信に努めるなど、今後とも、寄附金の安

定的な確保を図るとともに、交流人口や関係

人口の創出や拡大に取り組んでまいります。 

 地域情報化については、「美唄市デジタル・

トランスフォーメーション(ＤＸ)推進計画」

に基づく情報システムの標準化・共通化をは

じめ、市役所庁舎内に住民票や印鑑証明書な

どの自動交付機を導入、コンビニ収納を開始

するほか、行政手続のオンライン化を推進す

るとともに、マイナンバーカードの普及・利

用促進に取り組んでまいります。 

また、国の「デジタル田園都市国家構想」

と連動し、本市にふさわしいデジタル基盤を

活用した地域づくりを進めるため、引き続き、

住民サービスの向上に向けた全庁的な取り組

みを進めるほか、新たにＡＩ(人工知能)やＲ

ＰＡ(業務の自動化技術)などのデジタル技術

を活用し、限られた資源の中で持続可能な行

政サービスの提供が可能となるよう取り組み

を進めてまいります。 

 農業振興については、「美唄市農業ビジョン

(第３次)」に基づき、「生命」を育む力強い農

業が営まれ、安全・安心な農産物を作るとと

もに、多様な機能を有する活力ある農業・農

村づくりを進めてまいります。 

 水稲や畑作物の生産振興については、主食

用米を中心に加工用米や輸出用米、飼料用米

などの用途に応じた米づくりに取り組むとと

もに、直播栽培などの低コスト・省力化技術

の導入や高収益作物の導入を支援するなど、

生産体制の強化を図ってまいります。 

 農業所得の向上については、農産物のブラ

ンド化や６次産業化を図る取り組みを、引き

続き支援するほか、ふるさと納税の利用者な

どに向けて、Ｗｅｂサイトを活用して美唄産

農産物のＰＲと販売を促進するとともに、美

唄産米等の海外への販路拡大に向けた、輸出

事務マニュアルの整備や市場調査等の必要な

取り組みを進めてまいります。 

 農業生産基盤の整備については、国営農地

再編整備事業や道営農地整備事業の推進によ

り、生産条件の改善と担い手への農地の集積

を図るほか、関連する農道、排水路などの適

切な維持管理や整備を行うとともに、農業水

利施設の改修及び排水機場における排水ポン

プ付帯設備の更新を行い、本市の基幹的な産

業である農業の経営基盤の強化に、引き続き、

着実に取り組んでまいります。 

 スマート農業の推進については、｢美唄市Ｉ

ＣＴ農業推進協議会」とともに、スマート農

業技術の検証やスマート農業機械導入支援を

継続して実施するほか、地域活性化起業人を

引き続き活用し、地域への技術の普及推進や

農業関連サービスの創出・育成を図るなど、

農業基盤整備の事業効果をより一層高めてま

いります。 

 新規就農者の育成・確保については、農業

後継者はもとより、若者や女性など多様な人

材が就農できるよう、定着に向けた支援を行
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うほか、経営体質の強化や農業法人の育成等

の取り組みを促進してまいります。 

 消費者に信頼される活力ある農業・農村づ

くりについては、国が進める「みどりの食料

システム戦略」に基づき、安全・安心で良質

な農産物を求める消費者や食品関連事業者の

ニーズに対応するため、クリーン農業や有機

農業など、環境に配慮した持続可能な農業生

産を継続して支援してまいります。 

 また、農業者が主体の農業・農村の多面的

機能を維持・発揮する取り組みや中山間地域

農業、環境保全型農業の取り組みを支援して

まいります。 

 「食農教育」については、学校教育におけ

るグリーン・ルネサンス推進事業をこれまで

の農業体験学習から農業科として位置付けて

推進するとともに、美唄尚栄高校と連携し、

本市の地域特性や優位性を生かしながら、

「食」と「農」を連動させた特産品開発の取

り組みに対し、支援してまいります。 

 さらに、地域おこし協力隊の活用により、

鳥獣被害防止対策等の強化を図るとともに、

ジビエの利活用を促進してまいります。 

 農商工連携については、農業と商工業の産

業間の連携を図りながら、米をはじめとする

農産物のブランド化を進めるとともに、アス

パラガスやハスカップ､トマト､にんにく､生

姜などの高収益作物の導入拡大を図ってまい

ります。 

 また、市内で生産される農産物などの付加

価値向上のため、農商工連携セミナーを開催

し、新商品や販路拡大の取り組みの啓発を行

うとともに、国や北海道の農商工連携・６次

産業化の取り組みに対する支援制度のほか、

市独自の農商工連携等推進補助金等の活用を

図りながら、商品開発、加工、販売などの取

り組みを支援してまいります。 

 美唄の「食」と「農」のブランド化に向け

ては、市内及び首都圏に設置したアンテナシ

ョップによる販売や各地で開催される特産品

の展示会でのＰＲなどにより、美唄の「食」

と「農」の魅力を生かした特産品の販路拡大

や魅力発信に取り組んでまいります。 

 こうした、農商工連携や６次産業化を通じ、

本市の「食」と「農」の魅力発信の取り組み

が一層効果的となるよう、新たに地域活性化

起業人を配置し、都市部からの交流人口、関

係人口の拡大に取り組んでまいります。 

 移住・定住については、テレワークやワー

ケーションといった働き方やライフスタイル

の多様化などを踏まえ、「美唄で暮らす喜びと

誇り」が感じられる魅力ある情報発信に努め

るほか、子育て世代の定住策とともに、総合

的な相談体制などの充実を図ってまいります。 

 このため、引き続き、新築及び中古住宅の

購入助成や家賃助成、通勤助成制度のほか、

「美唄市移住・定住推進協議会」と連携した

移住者交流会や移住体験ツアーを実施するな

ど、移住・定住の促進を図ってまいります。 

 また、関係人口の創出・拡大については、

様々な機会を通じて美唄市の情報や魅力を発

信することにより、「ふるさと美唄応援団員」

の獲得を図るほか、新たな取り組みとして応

援団員等を対象とした首都圏での交流イベン

トを開催するなど、関係人口とのつながりを

深めてまいります。 

 次に「地域に根ざし、暮らしに学ぶまちづ

くり」であります。 
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 子育て支援については、「第２期美唄市子ど

も・子育て支援事業計画」に基づき保育サー

ビスの充実を図るため、新たにピパの子保育

園及び認定こども園ひまわりに保育のＩＣＴ

システムを導入し、欠席・遅刻の連絡や登園

情報などを配信し、保護者の利便性の向上を

図ってまいります。 

 また、妊娠や子育てに関する経済的な負担

の軽減策として、保険適用の不妊治療費の一

部助成を行うほか、子どもの医療費助成の対

象を満18歳まで拡大してまいります。 

 さらに、多子世帯で認可外保育施設に入所

している３歳未満の子どもの保育料を引き続

き補助し、子育て世帯への支援を継続してま

いります。 

 全国的にも増加の一途をたどる児童虐待へ

の対応や予防については、児童相談所や「美

唄市子育て世代包括支援センター」をはじめ、

関係機関との連携を密にし、迅速かつ適切な

対応に努めるなど、妊娠前から子育て期まで

の各ステージにおける切れ目のない包括的な

支援に努めてまいります。 

 平和施策については、「日本国憲法」及び「美

唄市まちづくり基本条例」における平和の希

求の理念のもとに、「核兵器廃絶平和都市宣

言」に込めた恒久平和の願いが、子どもから

高齢者まで広い世代に行き渡っていくように、

平和映画会の開催や平和図書コーナーの設置

などの平和祈念事業を継続するとともに、広

島市や長崎市など平和首長会議の加盟団体で

ある自治体との連携による取り組みにより、

市民の皆様とともに平和の尊さを広く伝えて

まいります。 

 幼児教育については、旧栄幼稚園を子ども

たちの活動、幼稚園教諭や保育士を目指す学

生と子どもたちの交流の場として活用するな

ど、美唄らしい幼児教育の推進に取り組んで

まいります。 

 学校教育については、タブレット端末やデ

ジタル教科書など、ＩＣＴを活用した授業を

積極的に展開することにより、教員が児童生

徒と向き合う時間を十分確保するほか、児童

生徒が新しい時代を生き抜く資質・能力を育

むとともに、学力や体力の向上、豊かな心の

育成に努めてまいります。 

 特色ある教育については、｢人間が生きもの

であること」を基本に、農業の実体験を重視

した「食農教育」を小学校の総合的な学習の

時間に「農業科」として位置付け、「豊かな心」

「人とのコミュニケーション」「自ら判断し考

える力」を養い、将来にわたって生きる力を

育むことができる美唄らしい教育を進めてま

いります。 

 また、就学援助事業については、義務教育

の機会均等の精神に基づき、教育格差の解消

を図るため、制度の拡充を行い、全ての児童

生徒が義務教育を円滑に受けることができる

環境の整備に努めてまいります。 

 学校給食については、「食農教育」の生きた

教材として、献立の工夫・改善を図りながら、

質の充実に努めるとともに、子育て世代の経

済的負担の軽減を図るため、引き続き、学校

給食費の無償化に取り組んでまいります。 

 学校施設については、小学校の特別教室の

冷房設備や中学校のＬＥＤ照明設備工事を実

施し、安全・安心な教育環境の整備に努めて

まいります。 

 また、小中学校と一体となった生涯学習セ
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ンター構想については、教育委員会と連携し、

引き続き、調査・検討してまいります。 

 市内高等学校については、高校が行う教育

活動に対し、引き続き支援を行い、魅力ある

高校づくりのための取り組みを推進するとと

もに、給付型の奨学金制度を拡充してまいり

ます。 

 生涯学習・スポーツについては、本市の様々

な地域資源や人材を活用した「地域学・美唄

学」の取り組みを進めるとともに、各種教室

や主催行事の実施のほか、新たにクライミン

グ指導ができる地域おこし協力隊を体育セン

ターに配置するなど、市民の誰もが気軽に学

べ、スポーツに取り組みやすい環境づくりを

進めてまいります。 

 また、文化・体育施設については、市民会

館やテニスコートの照明をＬＥＤに改修する

ほか、体育センタークライミング壁を増設す

るなど、設備の更新や改修等を行い、適切な

施設管理に努めてまいります。 

 文化・芸術については、市民文化祭をはじ

め、市民の皆様の主体的な取り組みや参加し

やすい行事などを開催し、地域に根差した文

化芸術活動を育んでまいります。 

 また、新たに地域おこし協力隊を活用し、

安田侃彫刻美術館アルテピアッツァ美唄を次

代につなぐ情報発信等に取り組んでまいりま

す。 

 さらに、郷土史料館については、「地域学・

美唄学」の取り組みを推進する拠点として、

本市の歴史や魅力の再発見のほか、地域の

方々の記憶や貴重な経験等を次世代の子ども

たちにつなぐ取り組みを行ってまいります。 

 文化財の保護については、老朽化の著しい

安田侃彫刻美術館アルテピアッツァ美唄の木

造校舎改修や旧東明駅舎、ＳＬなど、文化財

の適切な維持・保全を行い、次世代に継承し

てまいります。 

 次に「人と自然が共生した安全・安心のま

ちづくり」であります。 

 自然保護については、宮島沼のラムサール

条約登録20年を契機として、これまでの保全

活用の取り組みや研究の成果をまとめた特別

企画展の開催や記念書籍の製作を行うととも

に、引き続き、宮島沼水鳥・湿地センターを

拠点として、地域住民や関係機関と連携した

イベントの開催など、宮島沼の保全に向けた

取り組みを推進してまいります。 

 また、環境学習会等を開催し、様々な情報

を市民の皆様と共有しながら、環境問題に関

する意識の醸成を図ってまいります。 

 さらに、ゼロカーボンに向けた取り組みに

ついては、「気候・エネルギー・環境大臣会合」

が札幌市にて開催されることを契機に、本市

においても、2050年までに二酸化炭素の排出

量を実質ゼロにする「ゼロカーボンシティ」

の実現を目指すことを宣言し、温室効果ガス

削減に向けた取り組みを推進してまいります。 

 循環型社会については、各町内会やサンア

ール推進員の皆様と連携し、ごみの発生・排

出の抑制を図り、環境に与える負荷を軽減し

ていくとともに、プラスチックに関する新た

な法律施行に伴う検討やリサイクルセンター

の設備の更新、さらには、使用を終了してい

るし尿処理場の解体を行うなど、引き続き、

一般廃棄物の適正処理に努めてまいります。 

 環境行動の実践については、二酸化炭素削

減に向けた「第４期美唄市地球温暖化対策実



- 13 - 

行計画」を策定し、引き続き、市役所等の公

共機関において、省エネ等の取り組みを推進

してまいります。 

 都市基盤整備については、「美唄市立地適正

化計画」に基づき、人口規模に見合った魅力

ある市街地の形成に向けた取り組みとして、

市役所・中央公園等と隣接する昭和通やその

周辺について、歩行者空間の快適性の向上な

どの再整備を進めてまいります。 

 市道については、凍上により傷んでいる東

雲線や稲穂団地３線など12路線の再改修を行

うほか、上美唄・大富西20線などの改良舗装

や元村西14線などの舗装整備、峰延地区など

の側溝整備に取り組んでまいります。 

 橋りょうについては、10線橋と入初橋の補

修工事に取り組んでまいります。 

 道路施設については、路面や排水などの維

持管理を適切に行うほか、ＬＥＤ街路灯を設

置する町内会などへの助成に取り組んでまい

ります。 

 広域交通網の整備については、渋滞の緩和

のほか、地域振興につながる新たな交通ネッ

トワークの構築のため、国道12号峰延道路の

早期完成や道道美唄富良野線の早期開通に向

けて、国や北海道に、引き続き要望してまい

ります。 

 除排雪については、冬道の交通安全対策が

図られるよう国や北海道などの関係機関と連

携しながら、市民生活や経済活動の基盤とな

る道路・歩道の除排雪を行い、安全・安心な

道路交通網の確保に努めてまいります。 

 河川については、水防機能の強化が図られ

るよう、ビバイイクシュンベツ川を整備する

ほか、河川機能の適切な維持管理に努めてま

いります。 

 市営住宅については、「美唄市公営住宅等長

寿命化計画」に基づき、ゆたかニュータウン

３棟の外部改修による長寿命化を図り、適切

な維持管理を行ってまいります。 

 また、耐用年数が経過した市営住宅で、空

き住戸となっている建物を解体するとともに、

引き続き、耐用年数が経過した団地の入居者

を対象に、既存団地への移転を促すことによ

り各団地の入居率の向上に取り組んでまいり

ます。 

 さらに、新団地の建設に向け、旧美唄工業

高校跡地を候補地として基本構想を策定して

まいります。 

 民間住宅については、市民の皆様が安心し

て暮らせるよう、バリアフリーや断熱改修等

に対する支援を行い、木造住宅の耐震化率向

上のため、耐震診断・改修を進めてまいりま

す。 

 空き家対策については、「美唄市空家等対策

計画」に基づき、老朽化した一般住宅や店舗

等の空き家の除却費に対する支援を継続して

行うほか、新たに使用中止となった地域で管

理する集会施設の解体に対する支援を行って

まいります。 

 上水道については、有収率の向上や赤水の

解消など、水質管理を図るため、計画的に配

水管改良事業や漏水調査を実施するとともに、

水道管の耐震化や浄水場の老朽設備の更新を

進め、安全で安心な飲料水の安定供給に努め

てまいります。 

 また、原油価格や物価高騰における生活者

及び事業者支援対策として、昨年度に引き続

き、上水道の基本料金の免除を４か月間実施
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してまいります。 

 下水道については、新たに公営企業化に取

り組み、汚水処理区域における水洗化を促進

するとともに、老朽化したマンホールポンプ

所の設備を更新するほか、汚水処理区域外に

ついては合併処理浄化槽の設置を行い、快適

な生活環境と良質な水環境の維持に努めてま

いります。 

 景観・緑づくりについては、生ごみ堆肥を

活用した花の植栽など、市民や関係団体の皆

様との協働による景観づくりの取り組みを進

めるほか、昭和公園や花園公園ほか３公園の

老朽化している遊具の更新を行うなど、公園

の適切な維持管理に努めてまいります。 

 森林については、市有林の適正管理に努め

るほか、民有林の維持・保全の取り組みに、

引き続き支援してまいります。 

 また、森林環境譲与税を活用し、個人や企

業等の私有人工林の所有者に対する森林施業

に向けた事業説明を実施するほか、市有林の

間伐や植林等を行い、森林資源の循環利用に

向けて、取り組んでまいります。 

 生活・交通については、「美唄市地域公共交

通計画」に基づき、民間事業者やまちづくり

と連携した公共交通の整備を図るとともに、

夜間のタクシー運行に対する支援を行い、市

民の皆様の移動手段の確保に努めてまいりま

す。 

 通院バスについては、地域医療構想等を踏

まえ、バスの運行に向けた課題の整理を行っ

てまいります。 

 合同墓については、合同墓の植栽、照明、

休憩施設など、関連施設の整備を図ってまい

ります。 

 国土強靭化については、「美唄市強靭化計

画」に基づき、大規模自然災害から市民の生

命と財産を守り、災害に強いまちづくりに取

り組んでまいります。 

 また、自主防災組織による地域コミュニテ

ィの活性化に努めるとともに、雪冷熱エネル

ギーを活用した「ホワイトデータセンター」

の事業化を推進することにより、都市部に集

中したデータセンターの地方分散を進めてま

いります。 

 防災については、地域住民の行動計画とし

て、災害発生時に迅速に的確な判断を行える

よう、水害タイムラインを活用した実践的な

災害対策本部訓練や感染症、要配慮者等に対

応した避難所の開設訓練など、総合的な防災

訓練を実施するほか、一斉情報配信システム

を活用して、災害情報伝達手段の拡充を図る

など、防災体制の強化に努めてまいります。 

 防犯については、警察などの関係機関と連

携を図りながら、防犯に関する情報提供や自

主的な防犯活動を広げ、市民の皆様が安全で

安心して生活できるまちづくりに努めてまい

ります。 

 交通安全については、「美唄市安全で安心な

まちづくり推進協議会」と連携し、幼稚園児

や小学生、高齢者を対象とした交通安全教室

を実施するとともに、飲酒運転の撲滅に向け

た運動を行うなど、交通安全に関する啓発を

進めてまいります。 

 また、高齢者の交通事故抑止を図るため、

75歳以上の方の運転免許証自主返納者を対象

に、新たにタクシー券による支援に取り組ん

でまいります。 

 消防については、消火栓の新設や更新を行
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うほか、消防団再編に伴う第４分団詰所を整

備し、地域防災の要である消防団の災害対応

力の充実強化に取り組んでまいります。 

 救急については、救急救命士を計画的に採

用するほか、指導救命士を中心とした、救急

隊員に対する教育指導体制を強化し、救命率

の向上に取り組んでまいります。 

 火災予防については、住宅火災による死傷

者を軽減するため、住宅用火災警報器の設置

や更新を促すとともに、「幼年消防クラブ」及

び「ジュニア消防クラブ」の活動を通じて、

地域に根差した防火・防災教育を取り組み、

火災のない安全・安心なまちづくりを進めて

まいります。 

 消費者保護については、社会問題となって

いる振込め詐欺やインターネットに関連する

トラブルなど、近年、消費者被害は複雑かつ

多様化していることから、消費者相談員の育

成を図るとともに、警察や消費者協会、地域

の安全・安心を守る様々な団体との連携を図

ってまいります。 

 また、成年年齢引き下げに伴い、若者の消

費者被害の増加が見込まれることから、新た

に高校生を対象とした啓発活動に取り組んで

まいります。 

 次に「市民が主役の誰もが活躍できるまち

づくり」であります。 

 協働のまちづくりについては、美唄市まち

づくり基本条例に基づき、市民主体のまちづ

くりを進めるため、透明性や公平性の高い情

報提供とともに、市民の皆様が参加しやすい

環境づくりに努めてまいります。 

 このため、市政や暮らしに関する情報につ

いて、広報紙メロディーや市公式ホームペー

ジ、地デジ広報などを通じて情報提供を図る

とともに、審議会等への委員としての参画を

はじめ、意見交換会への参加や市民意見の公

募などにより参加する機会の設置に努めるほ

か、災害時における情報の伝達や地域に密着

した市民情報の提供を行う「コミュニティＦ

Ｍ放送局」の開設に向けて、取り組んでまい

ります。 

 また、地域社会の維持・再生に向けた「生

活文化」を形成するとともに、交流人口や関

係人口の拡大に向けた「地域文化」の発信強

化に取り組むほか、地域が歴史の中で培って

きた生きる力「美唄に暮らす喜びと誇り」を

次世代に伝えるため、本市の暮らしに根ざし

たプロモーション事業の推進に取り組んでま

いります。 

 男女共同参画については、広報紙メロディ

ーをはじめ、市公式ホームページやデジタル

サイネージなどを活用し、市民の皆様への情

報提供を行うほか、美唄市男女共同参画推進

協議会等と連携し、講演会や会報紙の発行、

イベントでのＰＲなど、様々な機会を通じて、

男女共同参画社会の実現を図るための取り組

みを推進してまいります。 

 また、配偶者等からの暴力の予防と根絶に

向けて、広報紙メロディーによる情報提供を

行うとともに、警察などの関係機関と連携を

図りながら、被害者の安全確保と秘密保持に

十分配慮した対応に努めてまいります。 

 行財政運営については、短期的には、ふる

さと納税や特別交付税の伸びにより、基金の

増加など、財政の健全化に向けた取り組みが

進んではいるものの、中長期的には、人口減

少や少子高齢化に伴い、歳入の減少が避けら
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れない中で、今後の推移を慎重に見極めなが

ら、事務事業の質的な転換を図るなど、将来

にわたり持続可能な財政基盤づくりを進めて

まいります。 

 また、職員については、新しい時代の変化

や様々な行政ニーズに迅速かつ的確に対応す

るため、職員一人ひとりの能力や可能性を引

き出すとともに、限られた人材を有効に活用

し、組織としての総合力を高めるほか、将来

を見据えた国や北海道、先進自治体への派遣

研修や人事交流などにより、市民の皆様の信

頼と期待に応えることができる、高い先見性

と必要な資質を持った人材の育成を図ってま

いります。 

 以上、令和５年度の市政執行方針を申し上

げました。 

 我が国は、今日の急速に進む少子高齢化や

人口減少、格差の拡大、さらには地球環境問

題や世界の安全保障の悪化などにより、かつ

て経験したことのない課題や先送りできない

課題に直面しています。 

 また、これまでの人口増を前提とした「限

りない拡大・成長」を求めた社会から、本格

的な人口減少・超高齢社会への構造的変化の

時代を迎え、自然と人間との豊かなふれあい

を取りもどし、地域社会をより人間らしい生

活の場として再生するという、地域の暮らし

に根差した「本物が息づく地域づくり」が求

められています。 

 このよう中で、私たちは、先人の皆様が度

重なる困難を克服し、培ってきた自然や歴史、

暮らしに根差した生き方といったものを大切

な財産として、次代を担う子どもたちへ引き

継がなければなりません。 

 また、地域社会は、「新しい命」の健やかな

成長があってこそ成り立つものであり、子ど

もは「地域の宝」であり、このまちの未来・

希望そのものといえます。 

 これまでの３年間は、コロナ禍での厳しい

環境にありましたが、一方、「これまでの努力

が実を結び、新たな飛躍の礎となる」新たな

地域づくりの取り組みが具体的にはじまって

いるところであります。 

 私としましては、市民の皆様と力を合わせ

て、「美唄に暮らす喜びと誇り」という新たな

豊かさを創り上げるとともに、新しい命の誕

生と健やかな成長のために、私自身が先頭に

立ち、美唄市の未来を切り拓いていくことに、

全力を尽くしてまいります。 

 市民の皆様、市議会議員の皆様の一層のご

理解とご協力を心よりお願い申し上げます。 

●教育長石塚信彦君（登壇） 令和５年第１

回市議会定例会に当たり、教育行政の執行に

関する主要な方針について、申し上げます。 

 子どもは、次代を担うかけがえのない地域

の宝であり、これからのまちをつくる貴重な

存在です。 

 現在、市内の小中学校で学んでいる子ども

たちが中心となって活躍する2040年以降の社

会は、これまでの日本社会や制度の延長上で

は対応できない段階にまで至ることが想定さ

れ、人口減少や高齢化、デジタル技術による

社会の激変、グローバル化や多極化などがこ

れまで以上の速さで進行し、予測することの

できない未来を迎えようとしています。 

 このような中、美唄の子どもたちが、生涯

にわたって自立して生き抜くため、自らの良

さや可能性を認識し、自己肯定感を高めてい
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くとともに、激しく変化する時代に通用する

「確かな学力」を身に付けることができるよ

う教育環境の整備に努めてまいります。 

 また、生涯学習では、市民一人一人が生涯

を通じて学ぶことのできる学習機会の充実や

学習した成果が適切に評価され、様々な分野

で活躍できる環境の整備が必要となっていま

す。 

 このため、「第３次美唄市生涯学習推進計画

前期基本計画」に掲げる「地域に根ざした学

び」の実現に向け、ふるさと美唄にしっかり

と基盤をもち、豊かな自然や歴史、伝統、文

化を生かした学びを推進するとともに、全て

の世代の方が活躍できる環境を整えてまいり

ます。 

 令和５年度の教育行政の執行に当たりまし

ては、以上の基本的な考え方に基づき、学校

教育と社会教育を両輪としながら、「第７期美

唄市総合計画」を着実に推進し、新学習指導

要領や美唄市教育大綱の基本理念に沿った、

教育の振興と充実に向け、市長部局と連携を

図り、各分野の施策に全力で取り組んでまい

ります。 

 はじめに、幼児教育について申し上げます。 

 幼児期は、多様な経験の中で学んだ基本的

な生活習慣の自立を通じて、生涯にわたる人

格形成の基礎を育む重要な時期であり、子ど

もにとって幼児期にふさわしい生活の中で、

発達段階に応じた必要な体験を積み重ねてい

くことが大切です。 

 また、幼児期の教育を通して育まれた資

質・能力を踏まえた教育活動を実施し、子ど

もが主体的に学びに向かうことが重要であり、

そのためには幼児教育と学校教育の連携は不

可欠であります。 

 このため、幼児期に培った子どもの学びの

芽を小学校につなぐ、スタートカリキュラム

を活用しながら接続を一層強化するほか、困

り感を持つ子どもについても個別の教育支援

計画であるスタートシートの活用により、小

学校との切れ目のない支援体制を構築し、質

の高い教育を提供できるよう、幼児教育の一

層の充実に努めてまいります。 

 また、旧栄幼稚園を子どもたちの活動の場、

幼稚園教諭や保育士を目指す学生と子どもた

ちの交流の場などとして活用し、生涯続く学

びの芽生えを培う幼児教育の推進に取り組ん

でまいります。 

 次に、学校教育について申し上げます。 

 １点目は、「確かな学力の育成」についてで

あります。 

 今日の学校教育においては、子どもたちが

自分の良さや可能性を認識し、他者と協働し

ながら様々な困難を乗り越え、豊かな人生を

切り拓き、持続可能な社会の担い手となるこ

とができるよう、その資質・能力を育成する

ことが求められています。 

 このため、「主体的・対話的で深い学び」を

通して、新しい時代に対応できる確かな学力

の定着を図ってまいります。 

 各学校においては、家庭や地域と連携・協

働した教育活動を推進するとともに、全ての

子どもたちの可能性を引き出す「個別最適な

学び」と「協働的な学び」を一体的に充実さ

せ、ＩＣＴを活用した授業を積極的に展開す

るなど、教育の充実に努めてまいります。 

 また、「全国学力・学習状況調査」や「標準

学力検査」等の結果を踏まえ、講師を招聘し
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た各種研修等を開催し、専門的助言を日々の

授業へ反映させるほか、学力向上プロジェク

トチームによる「確かな学力育成プラン」を

活用した授業改善の取り組みを、校長のリー

ダーシップのもと、全教職員が一つのチーム

となって進めてまいります。 

 外国語教育については、引き続き、外国語

指導助手を有効に活用するなど、児童生徒が

バランスの取れた英語力を身に付け、日常的

にコミュニケーションを図ることができるよ

う英語力向上に向けた取り組みを進めてまい

ります。 

 美唄らしい特色ある教育の推進については、

本市の基幹産業である「農業」の持つ教育的

効果に着目し、子どもたちが農地に足を運び、

農業や生物の多様性、食の大切さなどを体験

的に学ぶ「グリーン・ルネサンス推進事業」

を継続して取り組んでまいります。 

 また、地域の特性を生かした食農に関する

教育を小学校の総合的な学習の時間に「農業

科」として位置付け、令和４年度、改訂に取

り組みました「美唄市小学校農業科副読本」

の活用を図りながら、「農業を学ぶ」だけでは

なく「農業で学ぶ」ことを通して生きる力を

育んでまいります。 

 市内道立高等学校との連携については、高

校と小学校や中学校との授業交流のほか、市

内中学生の１日体験入学などの交流、高校が

行うＰＲ活動やキャリア教育活動などに対す

る支援を継続してまいります。 

 また、全ての小中学校において、学校支援

地域本部における地域人材の活用などにより、

子どもの学びに寄り添った支援を行ってまい

ります。 

 さらに、子どもたちの学習意欲の向上や学

習習慣の定着に向け、「家庭学習の手引き」を

活用するほか、同じ校区の小中学校が一緒に

取り組む「家庭学習強化週間」を引き続き、

実施するなど、望ましい生活習慣と家庭学習

の定着に努めてまいります。 

 ２点目は、「新たな義務教育制度」について

であります。 

 義務教育においては、人口減少に伴う学校

の小規模化の進展が予想される中、地域社会

の変化に対応した質の高い豊かな教育環境の

整備が求められています。 

 本市の全ての子どもたちに良好な学習環境

を提供するため、小中一貫校や義務教育学校

の導入を含めた、教育内容の方向性やこれか

らの学校づくりについて調査・研究を進める

ほか、引き続き、小中学校と一体となった生

涯学習センター構想の検討を進めてまいりま

す。 

 ３点目は、「豊かな心の育成」についてであ

ります。 

 子どもたちの豊かな人間性を育むためには、

スポーツや自然体験活動などを通じ、思いや

りや豊かな感性を身に付けるとともに、誰も

が自己の成長を実感し、達成感の持てる授業

づくりに取り組むなど、子どもの理解に基づ

いた指導に努めてまいります。 

 また、本市の歴史や豊富な地域資源を有効

に活用した「地域学・美唄学」を積極的に展

開し、子どもたちがふるさとに愛着と誇りを

持てるよう「ふるさと教育」を推進してまい

ります。 

 道徳教育については、命を大切にし、豊か

な人間性・社会性を育てる「心の教育」を進



- 19 - 

めてまいります。 

 不登校児童生徒の対策については、コロナ

禍の影響による、不安やストレスなどを抱え

る子どもや不登校児童生徒への支援も含め、

学校とスクールカウンセラーやスクールソー

シャルワーカーのほか、関係機関が連携を密

にし、未然防止と早期発見・早期対応に努め

るとともに、適応指導教室での指導にもつな

げてまいります。 

 いじめの対策については、「美唄市いじめ防

止基本方針」に基づき、各学校が実施する定

期的な調査や集会活動を支援するなど、「いじ

めを生まない環境づくり」に努めてまいりま

す。 

 ヤングケアラーや虐待については、適切な

支援と防止に向け、学校や市長部局、児童相

談所などと連携し、迅速に対応してまいりま

す。 

 ４点目は、「健やかな体の育成」についてで

あります。 

 児童生徒の健やかな心身の発達を図るため

には、運動を通じて体力を養うとともに、食

への関心を高め、健康的な生活習慣を身に付

けることが求められています。 

 このため、朝食の摂取や睡眠時間など、規

則正しい生活習慣を身に付けることが大切で

あることから、家庭と連携して、啓発と指導

に努めてまいります。 

 学校給食については、人間の生命の源であ

る「食」と「農」をつなぐことによって、人々

が協働して自然に働きかけ、食べ物をつくり、

暮らしを立てるという人間生活の根源を学ぶ

ことができる「生きた教材」であり、子ども

たちがバランスの取れた食事や望ましい食習

慣を身に付ける重要な役割を担っています。 

 子どもたちが、学校給食を通じて、命の大

切さや地域の食文化、地場産業等に理解を深

め、自然の恵みや生産者の努力に感謝する心

を育みながら、おいしく、楽しいと感じても

らえるよう、質の高い給食の提供に努めてま

いります。 

 このような考え方から、学校給食を学習教

材として位置付けるとともに、保護者の経済

的な負担軽減を図るため、引き続き、学校給

食費の無償化を行ってまいります。 

 体力の向上については、「全国体力・運動能

力、運動習慣等調査」や「新体力テスト」の

結果を踏まえ、全学年で運動に親しむ意識の

醸成を図り、子どもの体力の向上を目指した

体育科の授業改善や大学生を含めた外部講師

の活用を推進するとともに、縄跳びや持久走

など「一校一実践」の継続的な取り組みを通

じて運動習慣の確立に努めてまいります。 

 薬物乱用防止教育や喫煙防止教育に関する

指導については、美唄警察署や美唄市医師会

など関係団体のご協力をいただき、児童生徒

の正しい判断力と行動力を育んでまいります。 

 ５点目は、「特別支援教育の充実」について

であります。 

 特別支援教育については、一人一人の実態

に応じた指導を適切に行うとともに、長期的

な視点に立ち、幼児期から中学を卒業するま

で、切れ目のない一貫した取り組みが大切と

なります。 

 このため、個別の教育支援計画であるスタ

ートシートや個別の指導計画の作成、特別支

援教育支援員の配置など、子どもの困り感に

寄り添う教育活動に努めてまいります。 
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 また、教育相談の充実のほか、美唄市特別

支援教育連携協議会や関係機関、各学校の特

別支援教育コーディネーターと連携し、教職

員や特別支援教育支援員の資質向上を図るた

めの研修を実施するなど、特別支援教育の充

実に努めてまいります。 

 ６点目は、「信頼される学校づくり」につい

てであります。 

 地域に開かれ信頼される学校づくりを実現

するためには、保護者や地域住民の意見、要

望を的確に反映させ、家庭や地域社会と連

携・協力していくことが求められています。 

 このため、「コミュニティ・スクール」の活

動を通じて、学校の経営方針や地域の課題な

どを共有し、校長のリーダーシップの下、保

護者や地域住民と共により良い学校づくりを

進めてまいります。 

 就学援助制度については、経済的な理由に

より就学が困難な児童生徒の保護者に対する

支援として重要な役割を担っていることから、

経済的支援の充実を図るため、新たにオンラ

イン学習通信費を支給対象とし、制度の拡充

を行うとともに、経済的理由で教育の機会が

失われることのないよう広報紙メロディーや

市公式ホームページを活用し、広く制度の周

知を行ってまいります。 

 また、経済的な理由により修学が困難な高

校生に対する支援として、返還不要の奨学金

制度の拡充を図り、生徒が安心して教育を受

けることができるよう経済的環境の整備に努

めてまいります。 

 全市的な取り組みといたしましては、学校

での子どもたちの様子を多くの市民の皆様が

参観することにより、学校教育への関心と理

解を深め、学校と地域との連携を強化するこ

とを目的とした「美唄市教育の日 地域一斉参

観日」を実施してまいります。 

 教職員の不祥事防止に向けては、自らの行

動が公務の信用に甚大な影響を与えることを

常に自覚させるとともに、服務に関する研修

資料を効果的に活用しながら、職場研修や個

人面談の一層の充実を図り、法令や服務規律

の遵守について、徹底を図ってまいります。 

 特に、教職員による体罰については、児童

生徒の人格を侵害する行為であり、いかなる

理由があっても、絶対に許されるものではあ

りません。 

 このため、教職員による体罰や体罰と感じ

させるような不適切な指導が行われることが

ないよう、研修などあらゆる機会を通じて教

職員の意識改革を促すとともに、子どもの特

性に応じた指導に努めるよう、全ての教職員

に対して指導してまいります。 

 学校における働き方改革については、長時

間勤務の解消のため、業務改善と職員の意識

改革を進めるとともに、 ＩＣＴ機器を有効に

活用した授業を積極的に展開するなど、ゆと

りある教育活動を推進し、子どもたちと向き

合う時間の充実に努めてまいります。 

 部活動については、「美唄市の部活動の在り

方に関する方針」に基づき、教師の部活動指

導における負担が過度にならないよう指導す

るとともに、運営に係る体制を構築するなど、

学校教育の一環として、部活動が持続可能な

ものとなるよう取り組むほか、休日における

部活動の地域移行について、学校や美唄市ス

ポーツ協会などの関係団体と協議・検討を進

めてまいります。 
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 教職員の健康管理については、各学校での

個人面談はもとより、働きやすい職場環境の

整備に努めるなど、教職員の健康・メンタル

ケアの充実に努めてまいります。 

 児童生徒の安全の確保については、危機管

理マニュアルに基づき、学校防災体制の強化

や学校安全マップの活用、地域と連携した通

学路等の安全対策の徹底に取り組むほか、地

震や台風など自然災害から身を守る危機回避

能力等の育成に向けた安全教育の充実に努め

てまいります。 

 ７点目は、「教職員研修の充実」についてで

あります。 

 各学校における研究指定校事業を継続して

実施するとともに、各種研究会への積極的な

参加や外部講師を招へいした研修会の開催に

より、教職員の資質向上に努めてまいります。 

 また、美唄の歴史や産業などを学び、これ

らを授業等に生かすことができるよう、郷土

史料館などを活用した「ふるさと美唄研修」

を引き続き、実施してまいります。 

 ８点目は、「学校施設の整備」についてであ

ります。 

 学校施設については、子どもたちの学習や

生活の場であることから、安全・安心な教育

環境を確保するため、東小学校大規模改修工

事を引き続き実施するほか、小学校の特別教

室の冷房設備工事や中学校のＬＥＤ照明設備

工事を実施いたします。 

 次に、社会教育について申し上げます。 

 １点目は、「青少年の健全育成」についてで

あります。 

 今日の青少年を取り巻く状況は、インター

ネットの利用に起因するトラブルや犯罪、引

きこもり、子どもの貧困問題など、新たな問

題も生まれています。 

 青少年が生まれ育った郷土を愛し、美しい

郷土を築き上げるための地域活動及び自発的

な社会参加を促すことができるよう、安全・

安心な環境を作ることが重要となります。 

 このため、青少年の健やかな成長を支える

取り組みとして、ジュニアチャレンジスクー

ルやクライミングフェスタなど、各種体験教

室を開催してまいります。 

 また、放課後児童施設については、保護者

に安心して施設を利用していただけるよう、

児童の入退室を確認できるシステムを導入し

てまいります。 

 ２点目は、「生涯学習活動の充実」について

であります。 

 市民の皆様が自己の人格を磨き、豊かな人

生を送ることができるよう、生涯にわたって、

あらゆる機会に、あらゆる場所において学習

することができ、その成果を適切に生かせる、

多様な生涯学習の機会を提供することが大切

となります。 

 このため、市民の皆様が自発的に学習を始

められるよう市民カレッジの開催のほか、地

域資源を活用した美唄の歴史・文化を掘り起

こし、次世代に伝える「地域学・美唄学」の

取り組みを進めてまいります。 

 図書館については、指定管理者と連携し、

蔵書や図書館資料の整備・充実を図るととも

に、利用者の求める情報を的確に提供するレ

ファレンスサービスの充実に努めてまいりま

す。 

 また、市内各地に移動図書館車を巡回する

ほか、企画展示やインターネット予約サービ
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スなど、読書に親しめる環境づくりに努めて

まいります。 

 ３点目は、「文化芸術の振興」についてであ

ります。 

 文化芸術の振興については、市民の文化活

動の意識啓発を図るとともに、文化活動の発

表･鑑賞の場の提供と、地域に根差した創造的

芸術文化活動の推進のため、文化団体等との

連携を図り、市民文化祭を実施してまいりま

す。 

 郷土史料館については、「地域学・美唄学」

の拠点施設として、歴史的資料の収集、保管、

展示などの充実に努めるとともに、収蔵品デ

ータの活用に向けた収蔵品管理システムを導

入してまいります。 

 また、多様な学習意欲に対応した講座や講

演会など、様々な事業の実施に取り組んでま

いります。 

 安田侃彫刻美術館アルテピアッツァ美唄に

ついては、令和４年度に、市の文化財指定を

受けました旧栄小学校校舎の老朽化の進行が

著しいことから、令和５年度には、外壁等の

改修を行い、計画的な活用・保全に努めてま

いります。 

 ４点目は、「文化財等の保護」についてであ

ります。 

 本市の歴史と文化を知る上で欠くことので

きない文化遺産である北海道及び市の指定文

化財については、先人たちの生きてきた証で

あります。 

 このため、無形文化財である峰延獅子舞と

峰延東傘踊りについては、保存会との連携を

図り、後世への継承に努めるとともに、有形

文化財である美唄屯田兵屋や旧桜井家住宅等

については、適切な維持・保全に努めてまい

ります。 

 ５点目は、「社会教育施設の充実」について

であります。 

 公民館・市民会館については、指定管理者

と連携し、市民の皆様の教養の向上や健康の

増進、生活文化の振興、文化活動の充実など

に努めてまいります。 

 また、市民の皆様が安全で快適に利用して

いただけるよう大会議室等の照明をＬＥＤ照

明に改修してまいります。 

 ６点目は、「生涯スポーツの振興」について

であります。 

 生涯スポーツの振興については、「スポーツ

健康都市宣言」に基づき、運動やスポーツを

通して、人とのつながりを育み、より良い生

活を身に付けるため、ライフステージに応じ

た生涯スポーツの推進に取り組んでまいりま

す。 

 また、事業の推進に当たっては、スポーツ

推進委員や地域おこし協力隊による、体力つ

くり教室や子どもたちの運動神経を高めるコ

オーディネーショントレーニングのほか、美

唄市スポーツ協会や各スポーツ団体などの関

係団体と連携・協働しながら、各種大会や様々

な教室を開催してまいります。 

 ７点目は、「スポーツ大会の誘致」について

であります。 

 スポーツ大会の誘致については、美唄市ス

ポーツ協会や各スポーツ団体などの関係団体

と連携・協働しながら、各スポーツ施設を活

用した大会の開催に向け、取り組んでまいり

ます。 

 ８点目は、「スポーツ施設の整備」について
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であります。 

 総合体育館については、市民の皆様が安全

で快適に利用していただけるようトレーニン

グ機器や格技室の畳の更新のほか、指定管理

者と連携し、施設の維持・管理に努めてまい

ります。 

 また、体育センターについては、クライミ

ングの壁を増設するとともに、新たに、クラ

イミング指導ができる地域おこし協力隊を配

置し、市民の皆様が安全・安心に利用できる

環境を整備してまいります。 

 サン・スポーツランド美唄のテニスコート

については、利用者が快適に利用できるよう

ナイター照明をＬＥＤ照明に改修し、利用環

境の向上に努めてまいります。 

 以上、令和５年度の教育行政における主要

な方針について申し上げました。 

 新型コロナウイルス感染症については、今

もなお警戒が必要な状況にあります。こうし

た中においても、児童生徒の教育を受ける権

利を保障していくため、学校における感染症

やその拡大リスクを可能な限り低減しながら、

学校教育活動を推進してまいりました。 

 これまでの日常が大きく変化し、予測困難

な時代の中でも、子どもたちが、豊かな人生

を切り拓いていくためには、基礎的な知識や

技能を確実に習得させ、これらを活用して課

題を解決するために必要な思考力、判断力等

を育むとともに、主体的に学習に取り組む態

度を養い、個性を生かし、多様な人々との協

働を促す教育の充実が求められています。 

 教育委員会といたしましては、本市の子ど

もたちが、ふるさと美唄への誇りと愛着を持

ち、たくましく成長することができるよう、

学校・家庭・地域と一体となり、全力で取り

組んでまいります。 

 市民の皆様並びに市議会議員の皆様の一層

のご理解とご協力を心からお願い申し上げま

す。 

 

●議長金子義彦君  次に日程の第７、報告

第１号例月出納検査結果報告ないし日程の第

12、報告第６号行政監査報告の以上６件を一

括議題といたします。 

これより、本件について一括質疑を行いま

す。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

これをもって、報告第１号ないし報告第６

号の以上６件を終わります。 

 

●議長金子義彦君 次に日程の第13、議案第

５号令和４年度美唄市一般会計補正予算（第

９号）を議題といたします。 

本件に関し、提案理由の説明を求めます。 

●市長板東知文君（登壇） ただいま上程さ

れました、議案第５号令和４年度美唄市一般

会計補正予算（第９号）について、提案理由

をご説明申し上げます。 

 本件は、第１条歳入歳出予算について補正

しようとするものであります。 

 第１条歳入歳出予算の補正につきましては、

歳入歳出予算総額に、それぞれ8,000万円を追

加し、補正後の予算総額を195億2,685万7，000

円にしようとするものであります。 

 補正内容につきまして、歳出から申し上げ

ますと、土木費には、昨年からの連続した降

雪により、累積降雪量及び積雪量が平年の数

値を上回っており、今後の除排雪経費に不足
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が生じることから、「除排雪事業」を計上いた

しました。 

 一方、歳入につきましては、歳出計上額に

対応する地方交付税を計上し、財源対応をい

たしました。よろしくご審議をお願いいたし

ます。 

●議長金子義彦君 これより、議案第５号に

ついて質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 これをもって、質疑を終結いたします。 

 これより、討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 これをもって、討論を終結いたします。 

 これより、採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第５号令和４年度美唄市一般

会計補正予算（第９号）は原案のとおり可決

されました。 

 

●議長金子義彦君 次に日程の第14、議案第

17号美唄市個人情報の保護に関する法律施行

条例制定の件ないし日程の第20、議案第23号

美唄市介護保険条例の一部改正の件の以上７

件について、一括議題といたします。 

●市長板東知文君（登壇） ただいま上程さ

れました各案件について、提案理由をご説明

申し上げます。 

 はじめに、議案第17号美唄市個人情報の保

護に関する法律施行条例制定の件であります。 

 本件は、個人情報の保護に関する法律が改

正されることに伴い、これまで団体ごとに規

定されていた個人情報の取扱いに関する規律

が同法に一本化されることから、条例を制定

するものであります。 

 次に、議案第18号個人情報の保護に関する

法律の一部改正に伴う関係条例の整備に関す

る条例制定の件であります。 

 本件は、同じく、個人情報の保護に関する

法律が改正されることに伴い、これまで団体

ごとに規定されていた、個人情報の取扱いに

関する規律が同法に一本化されることから、

関連する条例について、必要な改正を行うも

のであります。 

 次に、議案第19号美唄市基金条例の一部改

正の件であります。 

 本件は、雇用の維持及び創出を図るととも

に、地域経済の活性化に要する費用の財源に

充てるため、新たに美唄市商工業振興基金を

設置するほか、必要な改正を行うものであり

ます。 

 次に、議案第20号美唄市国民健康保険条例

の一部改正の件であります。 

 本件は、健康保険法施行令等の一部を改正

する政令が施行されることに伴い、出産育児

一時金が50万円に引き上げられることから、

必要な改正を行うものであります。 

 次に、議案第21号美唄市医療費助成条例の

一部改正の件であります。 

 本件は、子育て世帯の経済的な負担を軽減

し、安心して子育てができるよう、満18歳に

達する日以後の最初の３月31日までの子ども

の医療費の自己負担額を全額助成するため、

必要な改正を行うものであります。 

次に、議案第22号美唄市家庭的保育事業等

の設備及び運営に関する基準を定める条例の
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一部改正の件であります。 

 本件は、児童福祉施設の設備及び運営に関

する基準等の一部を改正する省令が改正され

ることに伴い、児童の安全の確保に関する事

項及びバス送迎の安全管理の徹底等について、

必要な改正を行うものであります。 

 次に、議案第23号美唄市介護保険条例の一

部改正の件であります。 

 本件は、新型コロナウイルス感染症の影響

により収入が減少したことによる第１号被保

険者の保険料の減免について、引き続き厚生

労働省から減免措置に対する財政支援の取扱

いが示されたことから、必要な改正を行うも

のであります。よろしくご審議をお願いいた

します。 

●議長金子義彦君 ただいま提案理由の説明

がありました議案第17号ないし議案第23号の

以上７件については、大綱質疑にとどめ、所

管の常任委員会に付託の上、審査することに

いたしたいと思います。 

 これより、議案第17号ないし議案第23号の

以上７件について、一括大綱質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

これをもって、一括大綱質疑を終結いたし

ます。 

よって、議案第 17 号ないし議案第 19 号の

以上３件は総務・文教委員会に、議案第 20 号

ないし議案第 23 号の以上４件は、産業・厚生

委員会に付託の上、審査することにいたしま

す。 

 

●議長金子義彦君 次に日程の第21、議案第

６号令和４年度美唄市一般会計補正予算（第

10号）ないし日程の第31、議案第16号令和５

年度美唄市下水道事業会計予算の11件を一括

議題といたします。 

 本件に関し、提案理由の説明を求めます。 

●市長板東知文君（登壇） ただいま上程さ

れました各案件について、提案理由をご説明

申し上げます。 

 はじめに、議案第６号令和４年度美唄市一

般会計補正予算（第10号）であります。 

 本件は、第１条歳入歳出予算、第２条繰越

明許費及び第３条地方債について補正しよう

とするものであります。 

 第１条歳入歳出予算の補正につきましては、

歳入歳出の予算総額に、それぞれ7,178万

1,000円を追加し、補正後の予算総額を195億

9,863万8,000円にしようとするものでありま

す。 

 補正内容につきまして、歳出から申し上げ

ますと、燃料費等の高騰に伴い、各施設にお

ける指定管理委託料の不足見込額を補正しよ

うとするもので、衛生費には、「火葬場管理運

営事業」及び「最終処分場・生ごみ堆肥化施

設等管理運営事業」を、教育費には、「安田侃

彫刻美術館アルテピアッツァ美唄管理運営事

業」、「温水プール管理運営事業」及び「総合

体育館管理運営事業」を、それぞれ計上いた

しました。 

 このほか、農林費には、新規就農者に対し

支援する「経営所得安定対策等推進事業」、経

営体が生産の効率化等のため、必要な農業機

械等を導入する取り組みに対し支援する、「農

地利用効率化支援事業」及び「担い手確保支

援事業」、国の２次補正に伴う事業として、道

営水利施設整備事業について地元負担額の一

部を負担する「次世代農業促進生産基盤整備
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特別対策事業」をそれぞれ計上いたしました。 

 消防費には、今年度で退団する消防団員に

対し支給する退職報償金について、当初見込

みよりも退団者数が増えたため、「消防団運営

事業」を計上いたしました。 

 一方、歳入につきましては、歳出計上額に

対応する地方交付税、道支出金、繰越金、諸

収入、市債をそれぞれ計上し財源対応をいた

しました。 

 第２条繰越明許費の補正につきましては、

本定例会に提案している「担い手確保支援事

業」及び「次世代農業促進生産基盤整備特別

対策事業」について、令和４年度中に事業が

完了できないため、繰越明許費を設定するも

のであります。 

 第３条地方債の補正につきましては、道と

の協議において、当初の予定額を上回る同意

を得られる見込みである、「農業基盤整備債」

及び「体育施設整備債」をそれぞれ増額発行

するため、地方債の限度額を変更するもので

あります。 

 次に、令和５年度各会計予算について申し

上げます。 

 令和５年度予算につきましては、ポストコ

ロナに向けた動きとして、働き方や住まい方、

生き方の全体を含めた「包括的な分散型社会

への移行」を始め、「若い世代のローカル志向、

地元志向、田園回帰」などの新たな時代の変

化が加速する中、「生命」を基本テーマとして、

「美唄に暮らす喜びと誇り」という本当の豊

かさを創り上げるため、「第７期美唄市総合計

画」に掲げる都市像「ともに支え合い 分かち

合う 田園文化創造都市 びばい」の実現に向

けて、「勇気をもって挑戦する年」として位置

付け、５つの挑戦に沿って各施策を推進して

いくため、必要な予算を計上したところであ

ります。 

 この結果、全会計の予算の総額は、376億

2,394万2,000円となりました。以下、会計ご

とに予算の概要をご説明申し上げます。 

 はじめに、議案第７号令和５年度美唄市一

般会計予算であります。 

 第１条は、歳入歳出予算の総額を202億

5,732万1,000円と定めようとするものであり

ます。歳入歳出予算の款項の区分及びその金

額は、第１表のとおりであります。 

 以下、歳出の主なものについて申し上げま

すと、議会費には、議会の運営に要する一般

管理事務、常任委員会都市行政調査事業など

を、総務費には、コミュニティ放送局開設支

援事業、通院バス運行調査事業などを、民生

費には、地域つながりサポート事業、安全安

心保育推進事業などを、衛生費には、子ども

医療費助成事業、合同墓整備事業などを、労

働費には、地元就職等応援事業、日本語学校

調査事業などを、農林費には、美唄スマート

農業推進事業、農道整備費負担事業などを、

商工費には、情報化人材育成事業、特産品情

報発信促進事業などを、土木費には、道路新

設改良事業、昭和通等周辺環境整備事業など

を、消防費には、消防施設整備事業、消防通

信指令施設整備事業などを、教育費には、安

田侃彫刻美術館アルテピアッツァ美唄整備事

業、体育センター整備事業などを、公債費に

は、市債の元利償還金などを、職員費には、

一般会計職員の給料等に要する経費などを、

諸支出金には、特別会計に対する繰出金など

をそれぞれ計上しました。 
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 一方、歳入の主なものとしましては、市税、

地方交付税、国庫支出金、市債などを計上し

ました。 

 第２条から第５条までは、継続費、債務負

担行為、地方債、一時借入金について、それ

ぞれ定めようとするものであります。 

 次に、議案第８号令和５年度美唄市民バス

会計予算であります。 

 第１条は、歳入歳出予算の総額を5,708万

9,000円と定めようとするものであります。歳

入歳出予算の款項の区分及びその金額は、第

１表のとおりであります。 

 歳出の主なものについて申し上げますと、

市民バス運行費に、5,315万5,000円を計上し

ました。 

 一方、歳入の主なものとしましては、使用

料及び手数料に、1,118万6,000円を計上しま

した。 

 第２条から第３条までは、地方債、一時借

入金について定めようとするものであります。 

 次に、議案第９号令和５年度美唄市国民健

康保険会計予算であります。 

 第１条は、歳入歳出予算の総額を29億9,139

万円と定めようとするものであります。歳入

歳出予算の款項の区分及びその金額は、第１

表のとおりであります。 

 歳出の主なものについて申し上げますと、

保険給付費に、21億5,289万1,000円を計上し

ました。 

 一方、歳入の主なものとしましては、道支

出金に、22億2,304万4,000円を計上しました。 

 第２条は、一時借入金について定めようと

するものであります。 

 次に、議案第10号令和５年度美唄市介護保

険会計予算であります。 

 第１条は、歳入歳出予算の総額を、29億

2,929万3，000円と定めようとするものであり

ます。歳入歳出予算の款項の区分及びその金

額は、第１表のとおりであります。 

 歳出の主なものについて申し上げますと、

保険給付費に、26億6,035万3,000円を計上し

ました。 

 一方、歳入の主なものとしましては、支払

基金交付金に、７億4,484万9,000円を計上し

ました。 

第２条は、一時借入金について定めようと

するものであります。 

 次に、議案第11号令和５年度美唄市介護サ

ービス事業会計予算であります。 

 第１条は、歳入歳出予算の総額を、２億

4,987万9,000円と定めようとするものであり

ます。 

歳入歳出予算の款項の区分及びその金額は、

第１表のとおりであります。 

 歳出の主なものについて申し上げますと、

総務費に、２億1,125万5,000円を計上しまし

た。 

 一方、歳入の主なものとしましては、サー

ビス収入に、１億9,629万4,000円を計上しま

した。 

 第２条は、一時借入金について定めようと

するものであります。 

 次に、議案第12号令和５年度美唄市後期高

齢者医療会計予算であります。 

 第１条は、歳入歳出予算の総額を、８億

5,444万8,000円と定めようとするものであり

ます。歳入歳出予算の款項の区分及びその金

額は、第１表のとおりであります。 
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 歳出の主なものについて申し上げますと、 

北海道後期高齢者医療広域連合納付金に、 

８億3,225万2,000円を計上しました。 

 一方、歳入の主なものとしましては、後期

高齢者医療保険料に、２億7,823万3,000円を

計上しました。 

 次に、議案第13号令和５年度市立美唄病院

事業会計予算であります。 

 第２条は、病床数、年間患者数、一日平均

患者数及び主要な建設改良事業の年度内業務

の予定量を定めるものであります。 

 第３条から第10条までは、収益的収入及び

支出、資本的収入及び支出、企業債、一時借

入金の限度額、流用禁止経費、他会計からの

補助金、たな卸資産購入限度額、重要な資産

の取得及び処分について、それぞれ定めよう

とするものであります。 

 次に、議案第14号令和５年度美唄市水道事

業会計予算であります。 

 第２条は、給水戸数、年間総配水量、一日

平均配水量及び主要な建設改良事業の年度内

業務の予定量を定めるものであります。 

 第３条から第９条までは、収益的収入及び

支出、資本的収入及び支出、企業債、一時借

入金の限度額、流用禁止経費、他会計からの

補助金、たな卸資産購入限度額について、そ

れぞれ定めようとするものであります。 

 次に、議案第15号令和５年度美唄市工業用

水道事業会計予算であります。 

 第２条は、給水事業所数、年間総配水量、

一日平均配水量及び主要な建設改良事業の年

度内業務の予定量を定めるものであります。 

 第３条から第８条までは、収益的収入及び

支出、資本的収入及び支出、企業債、一時借

入金の限度額、流用禁止経費、他会計からの

補助金について、それぞれ定めようとするも

のであります。 

 次に、議案第16号令和５年度美唄市下水道

事業会計予算であります。 

 第２条は、年間総処理水量、一日平均処理

水量及び主要な建設改良事業の年度内業務の

予定量を定めるものであります。 

 第３条から第10条までは、収益的収入及び

支出、資本的収入及び支出、特例的収入及び

支出、債務負担行為、企業債、一時借入金の

限度額、流用禁止経費、他会計からの補助金、

利益剰余金の処分について、それぞれ定めよ

うとするものであります。よろしくご審議お

願いいたします。 

●議長金子義彦君 お諮りいたします。 

 ただいま、提案理由の説明がありました議

案第６号ないし議案第16号の以上11件につい

ては、大綱質疑にとどめ、のちほど設置いた

します特別委員会に付託の上、審査すること

にいたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 ご異議ありませんので、そのように決定い

たしました。 

 これより、議案第６号ないし議案第16号の

以上11件について、一括大綱質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 これをもって、一括大綱質疑を終結いたし

ます。 

 お諮りいたします。 

 議案第６号ないし議案第16号の以上11件に

ついては、13人の委員をもって構成する予算

審査特別委員会を設置し、これに付託の上、
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審査することにいたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 ご異議ありませんので、そのように決定い

たしました。 

 ただいま設置されました、予算審査特別委

員会委員の選任については、委員会条例第８

条第１項の規定により、 

森明人議員、伊藤真久議員、 

齋藤久美夫議員、山上他美夫議員、 

本郷幸治議員、山崎一広議員、 

川上美樹議員、楠徹也議員、 

松山教宗議員、紫藤政則議員、 

桜井龍雄議員、谷村知重議員、 

小関勝教議員 

の13人の議員を指名いたします。 

 

●議長金子義彦君 以上をもって、本日の日

程は全部終了いたしました。 

 本日は、これをもって散会いたします。 

 

午前１２時１２分 散会 
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